
軽油の供給状況に係る緊急実態調査について（速報）

平成２０年７月３日

(社) 全日本トラック協会

１．調査方法と集計方法

（１）調査対象

①都道府県トラック協会に所属する会員事業者

②全国のトラック運送事業協同組合

（２）調査時期

平成２０年６月１９日（木）～平成２０年６月２３日（月）

（３）調査方法

会員事業者へは都道府県トラック協会を通じて、協同組合へは日本貨物運送協同組

合連合会を通じてアンケート用紙を配布し、ＦＡＸで回収

（４）回収数

回収数 事業者 ２，２４４件 協同組合 ６０件 計 ２，３０４件

２．調査結果

（１）供給制限に関する連絡状況について

・あった ４３４ 件

・ない １，７５０ 件

・今後見込まれる １０２ 件

・その他 １８ 件

（ 本社一括管理のため不明」など）「

（２）供給制限に関する連絡方法（複数回答あり）

・書面で通達があった １０８ 件

・口頭で連絡があった ３６０ 件

・その他 ５ 件

（ 以前からあった 「交渉中」など）「 」、

（３）連絡時期（複数回答あり）

・３月以前 ３８ 件

・４月 ９４ 件

・５月 １４２ 件

・６月 ２５７ 件

・回答なし ４３ 件



（４）供給制限に関する内容（主な意見）

・○○ｋｌまでしか受けられない、○○％削減する、供給できない、前年実績並

みなど、供給制限の連絡があった。

・スタンドでいれてほしい、他社で入れてほしい、などと言われた。

・元売りが輸出を優先しているため出荷が制限されていると言われた。

、 。 。・価格交渉に応じないと 供給を止めると言われる 言い値で入れざるを得ない

安値供給を求める事業者に対して供給を絞る動きがある。

・月末は供給できないと言われる。翌月の値上げ後の高い価格で入れることにな

る。

（５）事業への影響等（主な意見）

・インタンクのメリットがなくなる。スタンドで入れるとコストが上がり経営へ

の影響が大。

・サーチャージも認められず、燃料も思うように購入できないと事業者にとっ

ては死活問題である。中小の事業者は廃業せざるを得ない。

・販売会社の言いなりの高額な軽油をオーダーする以外にない。

・中・長距離輸送を止めざるをえない。輸送自体が困難となり、今後の事業継続

が難しくなる。

、 。 。・安定供給ができない状態が続けば オイルショックになる 政府の介入が必要

以 上


